
 

市民活動団体・地域活動団体の皆さまへ 

 

「夏休み１day ボランティア」 

中高生向け市民活動＆ボランティア体験セミナー 

 

活動体験プログラム募集要項 

 

夏休みに、中学生・高校生を対象とした 

市民活動への体験参加や学びを応援しませんか？ 

 

島田市市民活動センターでは、令和 5年度、今後の活動の種を植える事業として中学

校・高校の夏休みの機会に、市民活動やボランティア活動への一日体験セミナーを開催

します。 

新たな担い手に向けた活動参加への興味喚起にぜひご協力ください。中高生の視点を通

じて、自身の活動における魅力と課題の発見にきっとつながるはず！ 

 

 

 

募集期間：2023 年 5 月 1 日～5月 20 日※必着 

「夏休み１day ボランティア」への活動体験プログラム登録を希望される方は、要項を

よくご確認のうえ手続きを行って下さい 

 

 

 

島田市市民活動センター 

島田市本通三丁目 6－1地域交流センター歩歩路内 

電話：0547－33－1550、FAX：0547-33-1565 

メール：shimada.scsc@gmail.com 

（実施団体：NPO 法人クロスメディアしまだ） 
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『夏休み１day ボランティア』 

中高生向け 市民活動＆ボランティア体験セミナー概要 

 

 

■ 開催趣旨 

島田市における市民参加による市民のためのまちづくりを目指し、新たな担い手に向け

た活動参加への興味喚起を行う。主に、中学生・高校生を対象とした市民活動への体験

参加や学びの場を設け、今後の活動の種を植える事業として展開することで、市民の活

動参加促進につなげるとともに、活動団体においても自身の活動の魅力と課題の発見に

つなげる。 

 

■募集内容（活動体験プログラム） 

〇募集団体数：10 団体程度 

〇対象期間：7月下旬から 8月下旬（夏休み期間中）に実施される活動 

〇実施時間：半日（午前か午後の 2時間程度）もしくは終日 

〇団体募集期間：2023年 5月 1日～5月 20 日※必着 

※対象の活動は、「活動体験プログラム登録の諸注意」をご確認ください 

 

■活動体験プログラムに登録することのメリット 

〇WEB サイトや SNS、チラシで、団体や活動を広報します  

WEBサイトや広報チラシにて、全ての活動体験プログラムを紹介します。活動

団体の紹介や PRにつながります。 

〇体験をきっかけに。活動における次世代の担い手づくり 

短期間の体験をきっかけとした、その後の担い手づくりの入り口づくりを。中

高生と各活動団体との、顔の見える関係づくりにつながります。 

〇体験プログラムの構築の相談は市民活動センターへ 

体験プログラム登録申請書の提出後、市民活動センターによるヒアリングを１

～２回おこない、団体の意向を確認しながら未確定事項の決定や、実現性、安

全性の確認等を。安心して登録ください。 

 

 

■運営主体 

主催：島田市市民活動センター 

（島田市本通三丁目 6－1地域交流センター歩歩路内、0547－33－1550） 

所管：島田市 地域生活部 市民協働課（島田市中央町 1－1、0547－36－7402） 

実施：NPO 法人クロスメディアしまだ 

（島田市日之出町 4-1-1F  C-BASE 内、0547－39－3666） 
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■活動体験プログラム例 

〇子ども・社会教育など 

（子どもの居場所づくり、社会教育体験の場、子ども食堂など） 

〇まちづくり・地域振興など 

（お祭りやイベントの開催、里山保全、植樹や清掃活動など） 

〇アート・文化など 

（コンサートや映画の上映会、伝統文化に触れる機会など） 

〇その他 

（障がい者や高齢者支援施設での活動、多文化交流の場など） 

 

※令和 4年度 実績 

〇 駄菓子屋さんになろう（駄菓子屋コミュニティ「なかみぞさんち」） 

〇アーティストと一緒に作品メンテナンス作業をしてみよう！ 

（UNMANNED無人駅の芸術祭/大井川） 

〇放課後等デイサービスで障がい児の支援体験 

（認定 NPO 法人フリースペース・うぇるびー） 

〇ベルマークを仕分けて被災地を支援しよう！（島田市社会福祉協議会） 

〇難聴」「要約筆記」を知ろう！or『文字』で伝えるボランティア 

（島田市要約筆記サークル「うさぎ」） 

〇障がい者の人と一緒にソーイング体験をしよう！（ケア研究所） 

〇やってみよう！こども食堂中高生スタッフ 

（NPO法人しまだつながり研究所） 

〇地域の賑やかな駄菓子屋さんでお店番（NPO法人しまだつながり研究所） 

○共生社会をみんなで創ってみよう（インクルーシブスクラブ） 

○力を合わせて五和会館をリフレッシュしよう！ 

（島田市金谷生きがいセンター） 
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「夏休み 1Day ボランティア」実施の流れ 

 

 

5月 1日(月)～5月 20日(土) 

＜１＞団体向け活動体験プログラム登録申請書の提出 

   

 

提出後～5月下旬 

＜２＞市民活動センターによるヒアリング(1～2回)  

チラシ・ＷＥＢサイト記載内容の確認 

・企画の内容や安全性を確認させて頂きます。 

・ＷＥＢサイト用に、開催日時、会場、プログラム名等の確定 

              

 

6月中旬～7月上旬  

＜３＞中高生向け参加募集及び参加者の決定 → 通知 

・チラシ・公式サイト・地域情報誌 cocogane（ココガネ）にて広報 

 

 

7月下旬～8月下旬 

＜４＞『夏休み１day ボランティア』  

活動体験プログラムの実施 

・記録写真撮影 

・ボランティア活動の体験 

         

 

プログラム実施後 

＜５＞ 実施後 2週間以内に 

・体験受入団体アンケートの記入 

・参加者へは体験レポートの提出のうえ、終了証書をお渡し 
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「夏休み 1Day ボランティア」活動体験プログラム登録申請の方法 

 

必要事項を記入の上事務局へ提出を頂きます 

 

＜ＷＥＢフォームにて提出の方＞ 

プログラム登録フォームへご記入の上、送信ください。  

・フォームは、「しまだ市民活動センター」公式サイト）より 

※しまだ市民活動センターURL：http://scsc.jp/ 

※フォーム URL： https://forms.gle/tE8FLHypAd1hHNyLA 

・右記 QRコードからも可 

 

 

＜書面で提出の方＞ 

① プログラム登録申請書（別紙）に必要事項を記入する 

 

② 市民活動センターへ提出する 

プログラム登録申請書を市民活動センターに下記のいずれかの方法で提出して

ください。 

 

・メールにて送付（shimada.scsc@gmail.com） 

 

・市民活動センターFAXまたは持参にて提出 

持参：島田市市民活動センター（開館時間：9時～22時） 

（島田市本通三丁目 6－1地域交流センター歩歩路内） 

FAX：0547-33-1565 

 

 

※忘れずに※ 

活動の様子がわかる写真を１点ご提出ください 

 

 

  

 

 

http://scsc.jp/
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活動体験プログラム登録の諸注意 

 

■ 登録資格 

広く社会貢献活動、地域貢献活動に取り組む団体 

福祉、教育、子ども、社会教育、環境、スポーツ、アート・文化、まちづくり、地域振興、

多文化共生、高齢者、多世代交流、不登校、障がい者支援など、市民活動や地域活動など

社会貢献活動に携わる活動全てが該当します。※ただし、上記に該当する団体・個人でも、

宗教活動や政治活動を目的とするプログラムや、販売および個人や特定の企業等の利益の

追求を主目的とするプログラムは受け付けませんので、ご了承ください。 

 

■ 登録条件 ※必ずご確認ください 

下記の登録条件に同意できない方は、プログラム登録をお断りさせていただきますので、

予めご了承ください。 

1．当事業の目的を理解し、これに適うプログラムであること。 

2．申請した実施内容を滞りなく実行すること。 

3．プログラム実施後、受入団体アンケートを提出すること。 

 

■受入プログラム実施費用について   

中高生への参加費は無料となります。市民活動センターからの謝礼等は発生いたしません。

プログラム実施に関して費用等が発生する際は、各受入団体にて負担いただくことを了承

下さい。  

 

 ■ プログラムの確定について 

登録時にプログラムの内容が全て確定している必要はありません。おおまかな内容でも 

申請可能です。ヒアリングを通じて最終的に決定していただきます。  

 

■プログラムの企画づくりにおける安全管理   

プログラムの安全管理を徹底し、事故防止に最大限配慮してください。 特に雨天時などの

対応の観点に配慮して、企画づくりをおこなってください。 

 

■新型コロナウィルス感染症拡大防止に関する対策について 

・プログラム実施の際には、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための対策を必ず講じ

てください。対策がなされていないままプログラムが実施された場合、主催者の判断でプ

ログラムを中止することがあります。 

・以下の場合、実際の会場でのプログラムの中止する場合がございます。中止の判断は、

日本政府・ 静岡県・島田市の方針に従ってにておこないます。  

1. 日本政府や自治体から「緊急事態宣言」またはそれに相当する措置が発出された場合  

2. 新型コロナウイルス感染症のクラスター (集団感染) が発生した場合  

3. その他、感染拡大や社会状況を鑑みて、主催者が必要と判断した場合 


